
台風・緊急災害時における保育の取り扱いについて 

 

①バスが運行していても暴風警報が発令されている間は保

育がありません。 

 ◎小・中学校が休校になった場合は、園もお休みとなり

ます。 

 ◎暴風警報解除後、1時間後の受入れとなります。尚、暴

風警報が発令している間は職員も安全確保の為、自宅

待機となりますので、園に連絡しても対応できません。

ご了承ください。 

②午後 9時以降に暴風警報が解除になり、登園する場合は 

お弁当持参となります。 

③登園後に暴風警報が発令された時はすみやかに園児をお

迎えください。 

④路線バスの運行時間が午後 13時以降の場合「休園」にな

ります。 

☆その他緊急災害等の発生により通常保育が出来ない時は

臨時処置を取りこともあります。 


